
「 熊本県豊かな森林の保全に関する条例（素案）」に関する 

意見募集の結果及び県の考え方について 

 

「熊本県豊かな森林の保全に関する条例（素案）」について、県民の皆様からのご意見を募集し

ましたので、寄せられたご意見の概要とこれに対する県の考え方を下記のとおりお示しします。  

貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございました。  

記 

１ 募集期間 

令和７年（２０２５年）１２月１６日（火）から 

令和８年（２０２６年） １月１４日（水）まで  
 

２ 意見の件数 

１件  
 

３ 意見の取り扱い 

反  映：寄せられた意見の趣旨を踏まえ、内容に反映するもの ０件  

参  考：今後の取組の参考とさせていただくもの   ０件  

補  足：寄せられた意見について案の補足説明を行ったもの １件  

既掲載：意見の趣旨が既に案に掲載されているもの  ０件 

 

 意見の概要 県の考え方 取扱 

１ 全体的に内容がとても簡素

であるため、条例にする場

合、もう少し、踏み込んだも

のにする方が良いのではない

か。 

ゴミの不法投棄や再エネ施

設、産廃処分場建設、手入れ

不足の人工林など人工的に森

林機能を損なう行為について

言及をしていただきたい。 

 森林の有する多面的機能を損なう要因等について

は、ご意見のありました、ごみの不法投棄、無秩序

な再生可能エネルギー施設の設置や産業廃棄物処分

場の建設、人工林の手入れ不足等を含め、多岐に及

ぶものが考えられます。 

 本条例（素案）では、既存の法令や制度に基づく

規制や指導を通じてそれらに適切に対応していくこ

とを前提とし、森林を保全していくことを目的とし

て掲げていることから、個別の要因等については言

及しておりません。 

 今回の条例制定により、森林の土地取引の状況を

事前に把握し、当該土地の所有者等に対して必要な

事項について助言を行うことを通じて、森林の保全

を図ってまいります。 

補足 


